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（別 紙） 

大規模地震等に対応した自衛消防力の確保に関する答申 

 

 

第１ 現状と課題 

 

１ 大規模地震に対する事業所の応急活動 

 近年、東海地震、東南海･南海地震、日本海溝･千島海溝周辺海溝型地震や

首都直下地震の発生の切迫性が指摘されており、社会全体の災害対応力の強

化を図る観点から、事業所においても自衛消防力を確保することが喫緊の課

題となっている。 

 しかしながら、事業所の防災に関する計画の作成や訓練の実施等は、現状

において行われていないか、内容が不十分なところが多い。また、実際の災

害でも、例えば平成１７年７月の千葉県北西部を震源とする地震において、

エレベータ停止時の避難手段の確保や閉じ込められた利用者の救出等をめぐ

り多くの防火対象物で混乱が生じ、消防機関も対応に追われることとなるな

ど、事業所における対策の不備が多く見られるところである。 

 大規模地震に対し必要となる応急活動を勘案すると、従来対策が講じられ

ている火災との比較において、通報連絡、避難誘導等の主な活動項目や、こ

れを実施する組織体制は共通する点が多いと考えられるものの、想定される

被害の形態や影響範囲の違い等に起因して、具体の活動内容には異なる点が

存する。 

 応急活動上考慮すべき主なポイントとしては、強い揺れに対する即時の安

全行動の指示とパニック防止、防火対象物全体における被災状況の確認とこ

れに即した活動方針の決定、落下物･転倒物や閉込め等に伴う被災者の救出･

救護、出火した場合の急激な延焼拡大に備えた迅速な初期消火活動、構造･

設備の損壊･機能停止や停電･断水を考慮した活動要領、万一に備えた円滑な

全館避難等が必要となる。また、当該防火対象物周辺の被災地域では、火災

や倒壊建物からの救出事案等が多数発生するとともに、通信や交通にも障害

が発生することが考えられ、平常時のように消防機関等による迅速な対応が
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必ずしも期待できないことから、事業所の自助体制を確立しておく必要があ

る。 

 以上のことから、在館者の生命･身体の保護、被害の拡大防止を図るため、

消防防災上のリスクが大きい大規模･高層の防火対象物をはじめとして、大規

模地震に対する事業所の的確な応急活動を確保することが必要である。 

 

２ 大規模･高層化等の状況に対応した消防防災上の組織編成 

 防火対象物の大規模･高層化等の高度利用が急激に進展しており、全国の高

層建築物（高さ３１メートルを超える建築物）が平成８年度から平成１７年

度の１０年間にかけて１．５倍以上となるなど、不特定多数が利用する大規

模・高層の防火対象物の数が増加している。これとともに、新たに建設され

る高層ビルや大型商業施設等の規模は、より大きなものへと近年シフトして

いる。 

 このような大規模･高層の防火対象物では、地上とのアクセスが構造上大き

く制限されること、避難時の移動距離が非常に長くなること、群集心理によ

りパニックを生じやすいこと等から、適切な対策が施されていない場合の消

防防災上のリスクは極めて大きい。また、その応急活動は高度･複雑なものと

なるため、防火対象物全体の状況に応じた組織的対応が不可欠となるが、事

業所の組織体制や活動計画にはなお未整備の部分が多い。 

 以上のことから、大規模･高層の防火対象物において、応急活動に係る組織

編成が適切に確保されるよう措置を講ずることが必要である。 

 

３ 制度的な課題 

 こうした現状の制度的な背景として、大規模地震等の発生時における避難

誘導や応急対策等の計画を定めることとされていないこと、災害時の初動対

応を行う自衛消防組織の設置は各事業所の自主的取組みに委ねられているこ

とがあげられる。 

 現行制度上、消防防災上の応急活動に関する計画及び組織編成については、

事業所において選任された防火管理者が自ら消防計画を作成し、これに従っ

て応急活動を行う組織を整備する仕組みとなっている。 
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この消防計画の作成の根拠条文となる消防法第８条は、同法第２章「火災

の予防」に位置付けられており、また、消防計画の作成そのものについても、

防火管理者の行うべき「防火管理上必要な業務」の一環として位置付けられ

ている。 

このように、現行制度では、消防計画は火災を主眼とした計画であり、火

災以外の災害については、消防計画の作成事項を規定する消防法施行規則第

３条において、応急活動上の対象として地震が例示されている（同条第１項

第１号リ）にとどまっている。また、災害時の応急活動を行う組織の編成に

ついては、「自衛消防の組織」として計画事項の一つに位置付けられている（同

条第１項第１号イ）にとどまっている。 

 以上のとおり、現行制度は、上記１及び２で述べた課題への対策、例えば

大規模地震時における全館避難や構造･設備の損壊等に係る応急対策、大規

模･高層化に対応した応急活動上の組織編成等が全国的に確保される仕組み

とはなっておらず、見直しが必要である。 

 

 

第２ 対応の考え方 
 

 不特定多数の者が利用し、円滑な避難誘導が求められる大規模･高層の防火対

象物について、消防防災上のリスクに伴う社会公共への責任の観点から、大規

模地震等に対応した自衛消防力を確保するため、消防法及び同法に基づく政省

令等を改正し、以下に掲げる措置を講ずることが必要である。 

 

１ 必要な措置 

(1) 大規模地震等に対応した消防計画の作成 

 不特定多数の者が利用し、円滑な避難誘導が求められる大規模･高層の

防火対象物については、その消防防災上の基本方針である消防計画におい

て、大規模地震等への対応事項を定めることとする必要がある。 

 また、この消防計画に基づく業務の適正な執行を確保するため、防火管

理者の選任、共同防火管理に関する協議及び防火対象物点検報告について

も制度的な措置を講ずる必要がある。この場合において、火災に関する業



  - 4 -

務の執行と、大規模地震に関する業務の執行が一元的に行われるよう配慮

する必要がある。 

 このほか、第１･１で整理した応急活動上のポイント、民間における企

業防災や事業継続に関する取組み、その中で導入が進められている被害想

定の手法やリスクマネジメントの仕組み、高層建築物の大規模地震対策や

緊急地震速報等の新技術等を踏まえ、実効性ある計画内容とすることが重

要である。 

 なお、事業所における消防計画の作成を支援するとともに、消防機関に

おける当該事務の適切な運用を図るため、次のような地震特有の対応事項

を中心として、消防庁においてガイドライン作成や情報提供等を行うこと

が必要である。 

○ 避難誘導～救出･救護 

○ エレベータ停止に伴う閉込め事案への対応、移動手段の確保等 

○ 出火した場合の迅速な初期消火 

○ 避難施設や消防設備の損壊への対応 

○ 停電、断水、通信障害、交通障害等への対応 

○ 同時多発的な被害発生への対応 

○ 災害発生時の身体保護、火気使用停止等の安全行動や減災対策 等 

(2) 自衛消防組織の設置 

 不特定多数の者が利用し、円滑な避難誘導が求められる大規模･高層の

防火対象物については、その管理権原者に対し、次のような自衛消防組織

の設置を義務づけることが必要である。 

ア 自衛消防組織の業務 

 防火対象物における火災又は地震等の災害による被害を軽減するため

の応急活動を業務とする。具体的には、在館者の生命･身体の保護、被害

の拡大防止を目的として、消火活動、通報連絡、避難誘導、救出･救護等

を実施する。 

イ 自衛消防組織の編成 

 自衛消防組織は、応急活動上必要な人員及び装備をもって編成する。 

(ｱ) 防火対象物全体として、統一した指揮命令系統の下、建築構造･設備
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と整合した応急活動を実施することができるよう組織を編成する（例 

防災センターを中心に全体を統括する本部を置き、階や防火区画ごと

に活動上の班を編成する等）。また、管理権原が分かれている防火対

象物にあっては、共同防火管理上の協議事項として一体的な編成を確

保する。 

(ｲ) 自衛消防組織の要員のうち、当該組織において全体の中枢的な役割

を担う者（自衛消防組織の指揮者、自衛消防組織本部隊の消火班長、

通報連絡班長、避難誘導班長、救出･救護班長等）、防災センター要員

（防災センターでの監視･操作や現場への指揮命令に従事する者）等

については、応急活動に関し一定の講習を受けている資格者を配置す

る。 

  なお、当該講習における訓練等の実施体制の整備について配慮する

必要がある。 

(ｳ) 全体の情報収集と応急活動を統括するための防災センター機能と各

隊員の活動資機材･装備を確保する。 

 

２ 対象とする防火対象物 

 災害時における人命危険の大きさにかんがみ、組織的かつ計画的な応急対

策が必要なものとして、おおむね次の用途及び規模に該当する防火対象物を

対象とすることが必要である。 

○ 用途：百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物など、不特

定多数の者や自力避難が困難な者の利用に供するもの等 

○ 規模：大規模･高層のため全体の状況把握や応急活動が困難となること

を勘案し、消防法令の防火安全対策において、防災センターの総

合操作盤等を中心に一元的な消防防災システムの構築が図られ

てきたもの。具体的には、①延べ面積５万㎡以上、②階数５以上

かつ延べ面積２万㎡以上、③階数１１以上かつ延べ面積１万㎡以

上、④地下街で延べ面積千㎡以上のもの等 

 

 



－資料－ 

 

・ 大規模地震等に対応した自衛消防力の確保     ･･･６ 

 

・ 大規模地震への事業所の対応状況等        ･･･７ 

 

・ 防火対象物における急激な環境変化の状況     ･･･８ 

 

・ 大規模地震等に対応した自衛消防力の確保(イメージ)･･･９ 

 

・ 火災及び大規模地震発生時の被害事象等の相違点   ･･･10 



事業所において、大規模地震などの発生時の
避難誘導や応急対策等の計画を定めることとさ
れていない。

事業所において、大規模地震などの発生時の
避難誘導や応急対策等の計画を定めることとさ
れていない。

災害時の初動対応を行う自衛消防組織につい
ては規定がなく、その設置は各事業所の自主的
取組みに委ねられている。

災害時の初動対応を行う自衛消防組織につい
ては規定がなく、その設置は各事業所の自主的
取組みに委ねられている。

現状と課題 対応の考え方

近年、東海地震、東南海・南海地震や首都直下地震の発生の切迫性が指摘されている中で、
事業所における消防防災体制を強化し、自衛消防力を確保することが喫緊の課題となってい
る。

不特定多数の者が利用し、円滑な避難誘導が求
められる大規模･高層の建築物について、次の措
置を講ずる必要がある。

＜大規模地震等への対応事項＞（イメージ）

○避難誘導～救出救護 ○エレベータ停止に伴う対応（閉込め事案等）

○避難施設や消防設備の損壊への対応 ○停電､断水､通信障害､交通障害等への対応

○同時多発的な被害発生への対応 等

消防法により、一定の利用者がいる事業所の
管理権原者＊は、防火管理者を選任し、防火
上必要な事項を定める消防計画の作成、同計
画に基づく消火・通報・避難の訓練などの防火
管理業務を行わせなければならないこととされ
ている。

消防法により、一定の利用者がいる事業所の
管理権原者＊は、防火管理者を選任し、防火
上必要な事項を定める消防計画の作成、同計
画に基づく消火・通報・避難の訓練などの防火
管理業務を行わせなければならないこととされ
ている。

＊ 建築物の管理行為を法律、契約又は慣習上当然行うべき者。所有者や借受人等が該当する。

消防計画において、大規模地震などの発
生時の対処について定めることとする必
要がある。

消防計画において、大規模地震などの発
生時の対処について定めることとする必
要がある。

管理権原者が自衛消防組織を設置する
こととする必要がある。

管理権原者が自衛消防組織を設置する
こととする必要がある。

-
６

-



首都圏直下型などの大規模地震はいつ発生してもおかしくない状況であるにもかかわらず地震を想定した建築物
の防災体制は不十分であり、特に不特定多数の者が利用する大規模建築物における防災体制の構築は喫緊の課題

首都圏直下型などの大規模地震はいつ発生してもおかしくない状況であるにもかかわらず地震を想定した建築物
の防災体制は不十分であり、特に不特定多数の者が利用する大規模建築物における防災体制の構築は喫緊の課題

地震発生時の応急活動に必要な組織・体制が十分整っていない地震発生時の応急活動に必要な組織・体制が十分整っていない

地震発生時の応急活動に関する計画・マニュアルは未作成の建築物が多い地震発生時の応急活動に関する計画・マニュアルは未作成の建築物が多い

利用者の避難誘導などの定期的な防災訓練も未実施の建築物が多い利用者の避難誘導などの定期的な防災訓練も未実施の建築物が多い

一応の整備がされている建築物でも、
内容が抽象的であるなど、実態は不十分

一応の整備がされている建築物でも、
内容が抽象的であるなど、実態は不十分

○ 避難誘導～救出･救護
○ エレベータ停止に伴う対応（閉込め事案等）
○ 避難施設や消防設備の損壊への対応
○ 停電、断水、通信障害、交通障害等への対応
○ 同時多発的な被害発生への対応 等

調査時期： 平成17年11月～12月
調査対象： アンケート送付数 2,525社 ／回答企業数 707社 （回答率 28％）
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事業所における防災訓練の実施状況事業所における防災計画の保有状況

■阪神･淡路大震災 （平成 7年1月) → ビルの全部又は一部損壊、避難施設や消防設備の損壊（防火戸の枠変形･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ破損等）が多数発生
■福岡県西方沖地震（平成17年3月) → 避難誘導の未実施により一部エレベータに利用者が殺到するケースが発生
■千葉県北西部地震（平成17年7月) → エレベータの閉込め事案が多発、利用者救出の際に多くの建築物で混乱

平成15年9月十勝沖地震を契機に、土木学会と日本建築学会において「巨大地
震対応共同研究連絡会」が設立され、平成18年11月に共同提言がとりまとめられ
た。

大規模建築物においては避難等の安全性の確保に向けた
地震時の避難計画が明示されなければならない。

大規模建築物においては避難等の安全性の確保に向けた
地震時の避難計画が明示されなければならない。

海溝型巨大地震による長周期地震と土木･建築
構造物の耐震性向上に関する共同提言

○高層建物における全館一斉避難の手段確保○高層建物における全館一斉避難の手段確保

○在館者への安心情報及び避難誘導情報の提供○在館者への安心情報及び避難誘導情報の提供-
7

-



全国の高層建築物(高さ31ｍ超）は、
10年間で1.5倍以上増加
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出典：国土交通省「平成17年度不動産の証券化実態調査」

不動産証券化、PFIなど、従来とは異なる権利関係に基づき管理が行われる施設が増加。
また、防災を含め業務の外部委託が進行

出典：防火対象物実態調査

雇用形態として正規の職員･従業員の比率は年々低下

出典：総務省統計局「労働力調査」

建物規模に応じて、火災等につながる不具合等が発生する頻度も増
加

出典：平成17年火災報告

これら防火対象物における環境変化の影響として、安全管理や災害時の応急対策について、人的対応の不備に伴
う潜在危険性を増大させるおそれ

これら防火対象物における環境変化の影響として、安全管理や災害時の応急対策について、人的対応の不備に伴
う潜在危険性を増大させるおそれ

不動産証券化の実績件数の推移
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出典：内閣府PFI推進委員会資料 平成17年12月31日調べ

PFIプロジェクト数の推移

高層建築物の推移

出典：（社）日本ショッピングセンター協会 「SC白書2006」
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建物100件当たりの
年間出火件数
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近年、東海地震、東南海・南海地震や首都直下地震の発生の切迫性が指摘されているとともに、防火対象物の大規模･高
層化等の高度利用が急激に進展
→ 消防防災上のリスクに伴う社会公共への責任の観点から、管理権原者の責務として、大規模地震等に対応した計

画作成とともに、自衛消防力を確保することが必要と考えられる

1

等

避難誘導～救出救護避難誘導～救出救護

エレベータ停止に伴う対応（閉込め事案等）エレベータ停止に伴う対応（閉込め事案等）

避難施設や消防設備の損壊への対応避難施設や消防設備の損壊への対応

停電､断水､通信障害､交通障害等への対応停電､断水､通信障害､交通障害等への対応

同時多発的な被害発生への対応同時多発的な被害発生への対応

2

防火対象物における火災又は地震等の災害による被害を
軽減するための消火活動、通報連絡、避難誘導、救出・救
護等の応急活動

防火対象物における火災又は地震等の災害による被害を
軽減するための消火活動、通報連絡、避難誘導、救出・救
護等の応急活動

応急活動上必要な人員及び装備をもって編成

定期に講習を受けている資格者のうちから、自衛消防隊長
及びこれを補佐する者を定める

定期に講習を受けている資格者のうちから、自衛消防隊長
及びこれを補佐する者を定める

自衛消防組織全体の指揮命令を統括する防災センター機
能を確保し、各隊員の活動資機材を装備

自衛消防組織全体の指揮命令を統括する防災センター機
能を確保し、各隊員の活動資機材を装備

-
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被害の形態被害の形態

時間変化時間変化

応急活動の手段応急活動の手段

火元から徐々に拡大
自動火災報知設備等により比較的覚知しやすい

火元から徐々に拡大
自動火災報知設備等により比較的覚知しやすい

延焼拡大に一定の時間を要する延焼拡大に一定の時間を要する

消防設備、避難施設、非常用エレベータ等を活用消防設備、避難施設、非常用エレベータ等を活用

火災だけでなく、建築構造・設備の損壊や機能停止、
落下物・転倒物による被害が発生
被災箇所が同時多発的で広範囲

火災だけでなく、建築構造・設備の損壊や機能停止、
落下物・転倒物による被害が発生
被災箇所が同時多発的で広範囲

発災直後に一瞬で被災
特に、直下型であれば、予兆なく発災

発災直後に一瞬で被災
特に、直下型であれば、予兆なく発災

消防設備、避難施設、非常用エレベータ等が損壊によ
り機能しない可能性がある
停電、断水等のため、上記施設・設備や照明器具等が
機能しない可能性がある

消防設備、避難施設、非常用エレベータ等が損壊によ
り機能しない可能性がある
停電、断水等のため、上記施設・設備や照明器具等が
機能しない可能性がある

被
害
事
象

被
害
事
象

ライフラインライフライン 建物内の停電等は想定されるが、限定的建物内の停電等は想定されるが、限定的 建物内のほか、地域全体で停電、断水、ガス、通信障
害、交通障害が発生

建物内のほか、地域全体で停電、断水、ガス、通信障
害、交通障害が発生

活動時間活動時間 消防機関の迅速な駆けつけによる消火、救出・救護
→ 消防機関到着までの短期間

消防機関の迅速な駆けつけによる消火、救出・救護
→ 消防機関到着までの短期間

消防機関の迅速な支援を期待できない可能性がある
→ 事業所単独の対応が長期化

消防機関の迅速な支援を期待できない可能性がある
→ 事業所単独の対応が長期化

応急活動の内容応急活動の内容 初期消火、通報連絡、避難誘導、救出救護など初期消火、通報連絡、避難誘導、救出救護など

火災時に必要な対応に加え、人手による全体の被災
状況の確認、
停電・余震などによる不安や恐怖感の排除（パニック
防止） 、転倒物等からの救出救護、
エレベータ停止に伴う閉込め対応

火災時に必要な対応に加え、人手による全体の被災
状況の確認、
停電・余震などによる不安や恐怖感の排除（パニック
防止） 、転倒物等からの救出救護、
エレベータ停止に伴う閉込め対応

従業員の召集従業員の召集 夜間休日の場合でも、比較的駆け付けが容易夜間休日の場合でも、比較的駆け付けが容易 夜間休日の場合、指揮者・隊員の駆け付け困難夜間休日の場合、指揮者・隊員の駆け付け困難

事
業
所
に
お
け
る
初
動
対
応

事
業
所
に
お
け
る
初
動
対
応
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